
様相論理にもとづくタメニの分析試論
—「目的」と「因果」の接点—
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1 はじめに
現代日本語のタメ・タメニが補部に節をとる場合、目的 (1)と事態間の因果関係 (2)
のふたつの用法をもつ1。

(1) 田中さんは最近、新しい車を買うためにお金を貯めている。 （目的）

(2) 寒空の下二時間も待たされたために、裕子はすっかり体調を崩してしまった。
（因果関係）

このような目的と因果にまたがる多義性は、通言語的にもめずらしいものではない。
しかし、ひとつの語から目的／因果という二種類の意味が導かれるプロセスを明示的
に提示した研究は少ない。
本稿は、Krazter (1981,1991)によって提案された様相論理を用いて、タメニの意味
論的分析を行う。分析においては、目的／因果の多義性を統一的に捉えることを目標
とする。議論の構成は以下のとおりである。まず 2節で、タメニの基本的な用法をま
とめ、3 節において、タメニの用法を分析する際に問題となる点について述べる。 4
節では、最初に Krazterの様相論理の枠組みについて論じる。次に、この枠組みによっ
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1 本稿ではタメとタメニの違いについては考察対象とせず、タメニを代表形として用いる。
タメとタメニについては、タメのほうが文語的（国広 1982, 塩入 1995ほか）、およびタ
メニだけがとりたて可能（塩入 1995ほか）という違いが指摘されている。また、理由を
あらわすタメの前に願望をあらわすタイがくると容認度が下がるという指摘もある（今
尾 1991）。

(i) もっとも、外国へ行きたいために（から／ので／*ため）スチュワーデスになるひとが多
いんですって。 （今尾同: p.85 (30)、文法性判断は原文による）
しかし、「外国に行きたいため、スチュワーデスを志望しています。」のような例では容認
度はあまり下がらない。(i)の容認度の低さは、連体修飾節の中でタメが用いられている
ことが問題と思われる。
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て、目的をあらわす構文と因果をあらわす構文がどのように分析されるかをそれぞれ
示す。その上で、タメニにひとつの基本的な意味を与え、そこから二種類の用法が構
成的に導かれるプロセスを示す。5節では、タメニと同じく〈目的〉の用法を持つとさ
れるヨウニについて分析し、またタメニに関する制約について論ずる。6節はまとめ
である。

2 タメニの用法
本節では、タメニの基本的な用法をまとめる。

2.1 目的を表す場合

タメニが動詞の基本形についた場合、目的をあらわすものとして解釈されることが
多い。「Pために Q」が目的表現として解釈されるとき、多くの場合において Pは意志
的な動作をあらわし、Pと Qの動作主は同一である2。

(3) a. 進学するために貯金した。（意志的・同一主体）
b.*進学できるために貯金した。（無意志的・同一主体）
c.*娘が進学するために貯金した。（意志的・非同一主体）

（庵ほか 2000: p.217 (4)–(6)より一部改変,文法性判断は原文）

2.2 因果を表す場合

タメニは目的の用法だけでなく、事態間の因果関係をあらわす場合もある (4a)。こ
れは、現代日本語の代表的な理由表現であるカラやノデと共通する用法である (4b)。

(4) 事態間の因果関係をあらわす用法（＝以下では〈因果〉用法と呼ぶ）
a. 寒かったために、カゼをひいてしまった。
b. 寒かった｛から／ので｝、カゼをひいてしまった。

ただしカラやノデは、事態間の因果関係のほかに、判断・態度の理由や根拠（益岡・
田窪 1992、庵ほか 2000）をあらわす用法も持っている。たとえば、(5)や (6)がその
例である。(5)は、話し手が「彼が部屋にいる」という結論を導く根拠が「電気がつい

2 本稿では、「Pために Q」「Pように Q」といった接続助詞で結びつけられた節について、
接続助詞に先行する Pを前件、後続する Qを後件と呼ぶ。
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ている」という前件部分で述べられている3。また、(6)では、依頼をするうえで関連
性の高い情報（「名前を呼ぶ」）を前件で述べたものである。本稿では、(5)や (6)のよ
うな用法をまとめて〈根拠〉用法と呼ぶことにしよう。

(5) 判断の根拠をあらわす用法
ああ、電気がついている｛から／ので／*ために｝、彼はたぶん部屋にいるで
しょう。

(6) 態度の理由をあらわす用法
名前を呼ぶ｛から／ので／#ために｝、返事をしてください。

いっぽう、タメニは判断・態度の理由や根拠という用法をもたない。(5)でタメニを
用いた場合の容認度は高くない。(6)でタメニを用いることは可能だが、「名前を呼ぶ」
ことは目的として解釈できるのみである。次の (7)も同じく、タメニに〈根拠〉用法が
ないことを示している。

(7) a. ○雨が降っているために道がぬれています。
b. ×雨が降っているために今日の遠足は中止でしょう。
c. ×雨が降っているために傘を持っていきなさい。

（庵ほか 2000: p.215 (9),下線原文4）

以降の議論のために、用法を整理しておく。カラやノデを典型的な理由表現とみな
し、その用法全体を〈理由〉用法と呼ぶとしよう。すると、〈理由〉用法の下位区分と
して〈因果〉と〈根拠〉の用法があるとまとめられる。

3 同一の例について、事態間の因果関係をあらわす用法とも、判断の根拠をあらわす用法と
も解釈できる場合がある。たとえば、(ii)のような例である。

(ii) CO2 が増えた｛から／ので／ために｝地球は温暖化している。
ただし、田窪 (2001)が指摘するように、ふたつの用法は話し手の判断が前件まで及ぶか
否かという点に違いがある。このことは、後件に「だろう」というモーダル要素をつける
ことで明らかになる。
田窪 (同上)によれば、推量をあらわす「だろう」はカラ・ノデ節をスコープ内にとるこ
とが難しい。このため、多くの場合、後件だけが不確かな情報として扱われ、カラ・ノデ
節は確実な情報について述べたものと解釈される。結果、発話時点で得られた確かな情
報から結論を導くという〈根拠〉用法と解釈されやすい。実際に (ii)の後件に「だろう」
を加えると次の例が得られる。

(iii) CO2 が増えた｛から／ので／??ために｝地球は温暖化しているだろう。
タメニは〈根拠〉の用法をもたないため、(iii)では容認度が低下する。

4 ○、×という文法性表記は庵ほか (同)の原文による。○は本稿の無記号（あるいは ok）に
対応し、×は *に対応する。
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(8)〈理由〉




〈因果〉
〈根拠〉

このうちタメニが持つのは〈因果〉用法のみである。

3 タメニをとりまく状況
本節では、タメニの多義性について問題となる点をまとめる。問題点は、大きくは
以下の２点である。

問題点 1 タメニが持つ〈目的〉用法と〈因果〉用法の近さを、どのように意味分
析に反映するか。

問題点 2 タメニ固有の用法の範囲を規定している要因は何か。

3.1 目的と因果の近さ

2節で述べたとおり、補部に節をとるタメニは〈目的〉と〈因果〉という二つの用法
を持つ。これは日本語に特有の現象ではなく、通言語的にもこの２用法が１つの形式
であらわされることは珍しくない（国広 1982, Heine et al. 1991, Kanamori 1996, Heine
& Kuteva 2002など）。

(9) フランス語 (Kanamori 1996)
a. Je
I
fais
do

cela
it

pour
for

mon
my

plaisir.
pleasure

‘I am doing it for my pleasure.’
b. On
one

l’
him

a
have

puni
punished

pour
for

sa
his

faute.
fault

‘He was punished for his fault.’

(10) Twi語 (Heine & Kuteva 2002: 246–2475)
a. memaa
1.sg.gave

no
him

sika
money

sE
purp

mfa
he.imp.take

nkOtO
imperf.go.buy

bi.
some

‘I gave him money to go and buy some.’
b. oguanee
he.ran.away

sE
cau

osuro.
he.was.afraid

‘He ran away because he was afraid.’
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これらの例は、目的と因果がその意味において自然なつながりを持つことを示唆す
る。日本語のタメニについても、〈目的〉と〈因果〉という２用法を統一的に捉える分
析が提案されている。たとえば、国広 (1982)は、タメニの２用法について次のように
述べている。

(11) タメニの基本的意味を次のように考える。
タメ〈B [＝後件]の行動・状態を引き起こす理由を示す〉

この〈理由〉が Bより以前であれば「理由・原因」となる。以後であれば、「目
的」ということになる。 （国広 1982: p.111）

本稿でも、タメニの用法を統一的に捉えてひとつの基本的意味を与える方針を取
る6。ただし、後件との以前／以後関係がふたつの用法を分けるという分析は採用しな
い。国広の述べる「以前／以後」が単純な出来事時の前後だとすると、次のような例
を扱うことができないためである。

(12) 明日友達が遊びに来るため、部屋を掃除した。

(12)は、前件部分で述べられている「友達が遊びに来る」ことが、後件の「部屋を
掃除する」の原因と解釈される。しかし、「友達が遊びに来る」のは「明日」という未
来のことであり、タ形を用いて述べられている後件の出来事よりも、明らかに時間的
に後の出来事である。本稿では、このような用例も含めて一般化可能な分析を提案す
る。具体的な分析については 4節で述べる。

3.2 タメニの用法の範囲

前節で述べたとおり、〈目的〉用法と〈因果〉（あるいは〈理由〉）用法を統一的に扱
うことは、通言語的にも、またわれわれの直観に照らしても自然なことと考えられる。
ただし、タメニという形式固有の機能の範囲を考えると、次のような問題が残る7。

5 グロスの表記を一部改変した。sg = singular, purp = purpose, imp = imperative, imperf =
imperfect, cau = causeを表す。この例はもともと Lord 1989による。

6 Kanamori (1996)は「ために」の諸用法の通時的発達過程を観察し、「文脈によって誘導
された語用論的再解釈」によって各用法を結びつける分析をおこなっている。

7 他の問題として、2節で述べた〈根拠〉用法に関するタメニとカラ・ノデの差異も挙げら
れる。これについては、稿を改めて議論したい。
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問題点 2-1 タメニとヨウニの用法の差異は何によるのか。
問題点 2-2 〈目的〉用法のタメニがもつ意志性・動作主一致などの制約は何によ

るのか。

これらの問題については 5節で議論する。

4 タメニの分析
本節では、Kratzer (1981, 1991)で提案された様相論理の枠組みにもとづいて、タメ
ニの統一的意味を分析する。まず 4.1で Kratzerの枠組みの概要を紹介し、4.2で〈因
果〉用法の分析を述べる。4.3では、目的と原因の性質の違いを考察したうえで、〈目
的〉用法を分析する。

4.1 Kratzerの様相論理

本節では、Kratzer (1981, 1991)で提案された様相論理の枠組みを概観する。様相論
理は、必然演算子 ! や可能演算子 ! を含む論理体系であり、意味論は多くの場合可
能世界を用いて与えられる。Stalnaker (1968), Lewis (1973), Kratzer (1981, 1991)など
が、様相論理（可能世界意味論）を条件文や must, mayなどのモーダル表現に適用し
てきたが、特に自然言語の分析においては Kratzerが提案した double relative modelが
盛んに用いられている。以下、Kratzerのモデルについて概説する。
Kratzer の枠組みでは、モーダル表現を含む文に真理値を与えるにあたって modal

baseと ordering sourceというふたつのパラメータが用いられる。これらはいずれも、
会話の背景 conversational backgroundによって与えられる情報である。
Modal baseは、直観的には会話のある時点で前提とされている知識・信念・状況設
定などに対応する。フォーマルには、世界を引き数として命題の集合を返す関数と規
定される。この関数を f で表す。集合 f (w) に含まれる各命題についてそれが成り立
つ可能世界の集合を対応させると、それらの集合の共通部分に含まれる可能世界が、
modal baseのすべての命題を成り立たせる可能世界となる。
たとえば、modal baseの f が世界 wを引き数として命題を３つだけ含む (13)のよ

うな集合を与える場合を考えてみよう。

(13) f (w) = {浩二はアリバイがある、裕子は力が弱い、真一は力が強い }

このとき、それぞれの命題および集合 f (w)を図式的に描くと図 1のようになる。

田村'早苗

－ －



図 1 細い円は命題の集合 f (w)、太い円は f (w) に含まれる命題（＝可能世界の集
合）に対応する。

３つの可能世界の集合の共通部分を灰色で示した。この共通部分に含まれる可能世界
が、 f (w)内のすべての命題を真とする可能世界である。
もういっぽうの ordering sourceも同じく、世界から命題の集合（＝世界の集合の集
合）への関数と定義されるが、こちらは可能世界の間に順序を与える働きをする。た
とえば、「普通の場合であれば成り立つ事柄」や「望ましい事柄」に対応する命題の集
合を考えてほしい。それぞれの可能世界で ordering sourceの命題のうちどれだけが真
であるかによって、可能世界を「普通の場合」順や望ましい順に順序付けることがで
きる。具体例を用いて示そう。Ordering source を g と表記する。「普通の場合成り立
つ事柄」の集合としては (14)のようなものが考えられる。

(14) g(w) = {人間は複数の場所に存在しない、力が弱いとこの犯罪はできない、· · · }

実際に modal base/ordering sourceがどのように働くかを、(15)で見てみよう。(15)
が modal base (13), ordering source (14)にもとづいて解釈されるとする。

(15) 真一が犯人に違いない。 !(真一が犯人だ)

このとき、考慮すべき可能世界はまず、modal base内の命題をすべて満たしている
ものに限定される。これらの可能世界について、ordering sourceを用いて順序付けが
なされる。順序がもっとも高い可能世界8（ordering sourceの命題をもっとも多く満た
す可能世界）のすべてで「真一が犯人だ」が成り立つなら、(15)は真である9。これを

8 順序が「最も高い」可能世界という規定は、極限仮定に基づくものである。極限仮定は一
般には成り立たない (Lewis 1973)が、本稿の議論の範囲では問題は生じない。

9 「P に違いない」の正確な真理条件は次のとおり (Kratzer の human necessity の定義に
よる）。

(iv) 「Pに違いない」が真
⇔ ∀u ∈ ⋂ f (w)[∃v ∈ ⋂ f (w) such that v ≤g(w) u&∀z ∈

⋂ f (w)[z ≤g(w) v→ z ∈ "P#]
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図式的に表すと、図 2のようになる。濃い灰色の部分に含まれる可能世界が、「～に違
いない」によって量化される。

図 2 細い円は命題の集合 g(w)、太い破線の円は g(w)に属する命題に対応。

Modal baseや ordering sourceはどのような命題の集合を与えるかで分類される。た
とえば (15) の解釈で用いられたのは、ある時点での事実に関する知識に対応する命
題を含む modal base (= epistemic modal base: (13))と「普通の場合」に関する命題を
含む ordering source (= “natural cource of events” ordering source: (14)) である。それ
に対して、(16) は想定された状況にかかわる circumstantial modal base (18a) と義務
にかかわる deontic ordering source (18b) にもとづいて解釈される10。また、(17) は
circumstantial modal base (19a)と願望に関わる buletic ordering source (19b)にもとづ
いて解釈されるとみなせば、意味の違いを捉えられる。

(16) 真一は刑務所に入らなければならない。 !(真一が刑務所に入る)

(17) あの映画は絶対見に行かなきゃ。 !(あの映画を見に行く)

(18) a. f ′(w) = {真一が盗みをした、真一は健康である、裕子は力が弱い、· · · }
b. g′(w) = {誰も人のものを盗まない、罪を犯した人は刑務所に入る、罪を犯し
ていない人は刑務所に入らない、嘘を言わない、· · · }

(19) a. f ′′(w) = { あの映画は面白い、映画館は第二水曜休館だ、今日は火曜日だ、
· · · }

b. g′′(w) = {面白い映画を全部みる、おいしいものを食べる、· · · }

このように会話の背景となる情報を２つに分けることには利点がある。現実世界で

10 Circumstantial modal baseは epistemic modal baseとは異なり、事実として知られている
知識ではなく、ある状況を想定した時の状況設定にかかわる命題を含む。含まれる命題
が現実世界・現在において真か否かは問題にされない。
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すでに「真一が盗みをした」という事実が存在している場合、(18b)で述べられている
命題「誰も人の物を盗まない」が現実世界で真になることはない。このように、知識
や状況に関する命題と、自然な成り行きや義務・願望に関する命題が矛盾する場合、
私たちは知識や状況に関する命題が真であるという前提を優先する。(16)の場合には
「真一が盗みをした」という命題が真になる可能世界のなかで、もっとも義務が良く守
られている可能世界（図 3の濃い灰色部分）について考えるのである。図 3の斜線部
分は、ordering source内の命題が最も多く真となっている世界ではあるが、事実や状
況に関する想定を満たしていないので、(16)に真理値を与える際には量化の対象とな
らない。このような背景情報に対する取り扱いの違いを、modal base/ordering source
という区別で捉えることができる11。

図 3

また、とくに願望などの場合、同時に真にならないような複数の願望を持つことが
可能である。たとえば「明日は映画に行きたい」「明日は家で寝ていたい」という願望
は同時に真にできないが、ひとりの人がこのような願望を同時に持つことは可能であ
る。願望を ordering sourceであらわすことによって、この事実を形式的に捉えること
ができる。モーダル表現によっておこなわれる量化の対象となる可能世界は、modal
baseの命題をすべて満たしていなければならないが、必ずしも ordering sourceの命題

11 Kratzer (1981)では、double relative modelのもうひとつの利点として、graded modality
があげられている。これは、(v)のように可能性を比較したり、可能性の度合いを論じた
りする場合である

(v) a. 田中がガラスを割るより、山田がガラスを割るほうがあり得る。
b. 盗まれた宝石を取り戻せるわずかな可能性がある。
「かもしれない」や「可能性がある」などの表現は多くの場合一様に !Pと翻訳される
が、可能世界全てを量化の対象とすると、ふたつの事態の可能性を比べたり、ある事態の
可能性の高さ／低さについて論じたりすることができない。Ordering sourceは世界間に
順序を与えるため、この順序にもとづいて量化の対象とする世界の範囲を変更すること
ができ、(v)のような例が分析可能になる。
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すべてを真にする必要はない。

4.2 因果表現の様相論理にもとづく分析

それでは、前節で述べた Kratzer の様相論理にもとづいて「P ために／ので／から
Q」がもつ〈因果〉の用法に形式的意味を与えてゆこう。本稿では Tamura (2009)に従
い、事態間の因果関係を表す表現の意味を、おおまかに次のようなものとみなす。

(20) 「Pために／ので／から Q」が真となるのは
a. 「Pならば Q」が真、かつ
b. 「P」が真
のとき、かつそのときに限られる。

この分析は坂原 (1985) による条件文・理由文・譲歩文の研究にもとづく。坂原は
「理由文も条件文も同一の知識の２つの現れ方にすぎない（坂原同: p.117）」と述べ、
条件文の前件の真が確認されるとき12、理由文の形をとると考える。
ここで注意すべきは、(20a)の部分である。(20a)の「Pならば Q」によってあらわ
されているのは、命題論理における実質含意 (P→ Q) ではない。実質含意であれば、
まったく無関係の P と Q でも、現実世界で P, Q が成り立っていれば P → Q が成り
立ってしまう。これは自然言語の条件文・理由文に関する直観に合わない。(20a)は様
相化された条件文でなければならない。
Kratzer (1991)の条件文の分析 (21)にもとづいて、(20)を形式化すると (22)のよう
になる13。ここでは〈因果〉用法を統一的にとらえ、カラ・ノデとタメニの違いをひと
まず捨象するため、causeという述語を導入している14。cause (α, β)は ‘α cause β’に
あたる意味である。

12 前件が真であることが主張に含まれるのか、前提となっているのかについては検討が必
要である。

13 条件文の意味は mustを用いて定義されるが、実際の言語表現でこの mustに対応する表
現が明示的に現れるとは限らない。

14 カラ・ノデ・タメニの用法・機能の相違については、次のような指摘がなされている。
(vi) a. 「ので」は、与えられた事態の性質から、一般的知識として導き出すことのできる、

別の事態を述べる場合に使う。（益岡・田窪 1992: p.190）
b. 「ため（に）」、「結果」は、ある個別の事態を原因として、別の事態を説明するとき
に使われる。（同: p.190）

c. これら [「から、のだから、もので、ものだから」等]は、自分の責任で下した、判断
や態度の根拠を相手に示す。（同: p.191）

(vii) ～ため (に)も理由を表しますが、「～から」「～ので」よりも書きことば的です。（庵ほか
2001: p.414）
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(21) "if α, must β#f,g = "must β#f′,g, where for all w ∈W, f′(w) = f(w) ∪ {"α#f,g}
(Kratzer 1991: p.648, Definition 13)

(22) cause (α, β)が真になるのは
a. "if α, must β#f,g = "must β#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"α#f,g},かつ

b. "α#f,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。

(22)に関して問題となるのは、modal baseと ordering sourceがそれぞれどのような
種類のものか、という点である。因果関係について述べる場合、「Pならば Q」という
条件文が成り立つことと Pが成り立つことは分かっている。つまり、この場合 (22a,b)
で用いられている modal baseの f は epistemicあるいは circumstantialなものである。
いっぽう ordering sourceに関しては、後件に願望や義務をあらわすモーダル要素が含
まれていない場合、‘natural course of event’ ordering source によって解釈されると考
えられる。

4.3 目的表現の様相論理にもとづく分析

前節で与えた因果関係の意味分析に基づいて、次に、目的をあらわす「Pために Q」
の意味を分析しよう。具体的な分析を与える前に、まず「因果表現」と「目的表現」の
性質の共通点・相違点を考察するところから始める。

4.3.1 目的と因果
本節では、因果表現と目的表現の共通点・相違点について考察する。

共通点１：前件と後件が条件的関係をもつ
目的表現の場合も因果表現の場合も、前件と後件の間には何らかの条件的関係（因
果的なつながり）があると理解される。これは、話し手やその他の談話参与者が認め
る条件的関係の場合もあれば、後件の主語など、発話において言及されている人物が
認める関係の場合もある。

また、カラ・ノデの相違については、カラのほうが後件に命令・依頼の表現などが現れや
すく、主観的な表現である（永野 1952ほか）という指摘もある。しかし、これらの相違
点は傾向に留まり、相互に排他的な用法の差異ではない。このような「傾向」を分析する
ことは、本稿の枠組みでは難しい。
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共通点２：原因どうし・目的どうしは矛盾しない
ある事柄に関して、原因が複数ある場合がある。原因はすべて現実世界で真となっ
ていることであるから、複数の原因どうしが矛盾しないのは自明である。目的の場合
は原因ほど自明ではないが、通常ある人が複数の目的をもってある行動を行う場合、
目的どうしは矛盾しないと考えられる。確かに、ある時点で「目的の候補」どうしが
矛盾することはありうるが、実際に行動を起こす時点では、いくつかの目的候補が棄
却され、矛盾が解消されると考えられる15。

相違点：目的は非既定的である
目的は、実現不可能なものではないし、何もしなくても実現することが決まってい
るものでもない。つまり、ある時点で目的を設定する主体がいた場合、その主体の知
識と共立不可能ではなく、一方で知識から entailされることもない。つまり、目的と
なりうるような事柄について述べた命題は、知識と consistentな世界の集合について、
トリビアルでない分割を作る16。有田 (2007), Kaufmann (2005)などの用語に従えば、
目的は非既定的 (unsettled)といえる。
いっぽう、因果関係について述べる場合、原因は真であることが決まっており、知
識から entailされる。すなわち既定的 (settled)である。場合によっては未来の事態が
原因として述べられることもあるが、この場合も原因は「既定が見込まれる命題（有
田 2007: p.51）」とみなされる17。
次節では、本節でまとめた共通点・相違点にもとづいて、目的をあらわす「Pために

15 願望の場合、相矛盾する複数の願いをもつことが可能であり、この点で目的とは異
なる。ただし、von Fintel & Iatridou (2005) は anankastic conditionals の分析において、
teleological modal base に含まれる命題間に矛盾が生じてもよいという立場を取ってい
る。

16 トリビアルな分割とは、例えば集合 {A,B,C}を {{A,B,C}, ∅}とするような分割である。
17 本稿では議論しないが、もうひとつの相違点がある。
相違点：目的は自覚されなければならない
目的表現の場合、後件の動作主は目的について自覚的でなければならない。前件の内容、
およびそれが目的であるということは、通常後件の動作主の知識内にある。

(viii) （文脈：商店街は今、福引券を 10 枚集めると一回抽選ができる。恵梨さんはよく知ら
ず、なんとなく買い物をしては福引券をもらっている。）
#恵梨さんは、福引券を 10枚集めるために買い物をしている。

それに対して因果表現の場合には、後件の主語が前件の内容（＝原因）を知識としてもっ
ている必要はない。次の例文 (ix)はこのことを示している。
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Q」の意味を分析する。

4.3.2 分析案：目的＝前件が「目指された」条件文
本節では、「Pために Q」が目的をあらわす場合について、フォーマルな意味を与え
る。本稿はタメニの〈目的〉・〈因果〉という２用法を共通の基本的意味から導くこと
を目指している。それゆえ、(22)にできるだけ近い形で目的表現の意味が与えられる
のが望ましい。まず、4.2で提示した因果表現の意味を再度確認しておこう。

(22) cause (α, β)が真になるのは
a. "if α, must β#f,g = "must β#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"α#f,g},かつ

b. "α#f,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。 （再掲）

上述の通り、〈因果〉用法の場合 (22a,b)で用いられているmodal baseの f は epistemic
あるいは circumstantialなものと考えられる。
それでは、目的表現の意味はどう与えられるだろうか。前節の共通点１で見たとお
り、目的の表現「Pために Q」も因果の表現と同じく、条件的関係を下敷きにしてい
ると考えられる。いっぽうで、相違点１で述べたように、目的 Pが真であるというこ
とは知識や物事のあり方からは導かれない。Pが真となるのは、まさに「目標とする
世界」の中のみである。これらの点にもとづき、「Pために Q」の意味を次のように分
析する。

(23) 「Pために Q」が真になるのは
a. "if P, must Q#f,g = "must Q#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"P#f,g},かつ

b. "P#f′′,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。ただし、f, f′ は epistemicあるいは circum-
stantial modal base, f′′ は teleological modal baseである。

(23)の teleological modal baseは、目的に関する命題の集合を与えるものとする。

(ix) （文脈：恵梨さんは、商店街で後ろから「ちょっと」と声をかけられた。なぜ声をかけ
られたのかは分かっていない。）
恵梨さんは、ハンカチを落としたために呼び止められた。
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この分析から、「P ために Q」の「P という目的を達成するために Q という行動を
する」という解釈はどのようにして導かれるだろうか。P が目的であるというのは、
(23b) から直接帰結する。また (23a) から、Q が P であるための必要条件であること
が導かれる。よって、目的達成のためには Qという行動を起こさなければならない、
と解釈される。ただし、Qはあくまで必要条件にしか過ぎないので、Qという行動を
とったからといって、Pが必ず成立するとは限らない。これも、われわれの「目的」に
関する直感に合致する。
ただし、一部理論的な問題点もある。(23)の分析は、条件文の前件 Pを解釈するに
あたって２種類の modal baseを用いる点で、Kratzer (1981)の分析に合致しない18, 19。
しかし、前節の考察をふまえれば、目的は知識や世界のあり方と共立不可能ではない。
よって、epistemic/circumstantial および teleological という別種の modal base を合わ
せても、矛盾を引き起こすような大きな問題は生じないと考えられる。

4.4 タメニの基本的意味

前節までの分析から、〈因果〉・〈目的〉という２用法のもととなるタメニの基本的意
味は、次のようにまとめられる。

(24) 「Pために Q」が真になるのは
a. "if P, must Q#f,g = "must Q#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"P#f,g},かつ

b. "P#f′′,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。ただし、
• f, f′ は epistemicあるいは circumstantial modal base
• f′′ は epistemic/circumstantial modal baseでも teleological modal baseで
もよい

この基本的意味から、modal baseの種類によって２用法が分かれる。ただし、タメニ
の補部が過去や現在の事態に言及していることが明らかな場合には、既定的命題であ
るため目的とは解釈されず、因果の解釈のみになる。

18 条件文解釈の規則として、Kratzer (1981)は次のように述べている。‘The first part of the
utterance requires one, and only one, modal base and one, and only one, ordering source to
be correct.’(Kratzer ibid.: p.318, (i)) ‘First part’は条件節にあたる部分をさす。

19 Anankastic Conditionalsのデータにもとづいて Stechow et al. (2005)が提案している目的
表現の分析は、本論の分析に非常に近いものと考えられる。ただし、彼らは Kratzer流の
分析ではなく、Lewis (1973)の類似性にもとづくシステムを採用している。
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タメニが (24) の太字部分のような modal base に関する自由度をもちうる根本的な
要因は、次のようにまとめられるだろう。

(25) タメニはその補部となる命題の既定性に関して制約がない。

これは、既定的命題しかとりえないカラやノデとは大きく異なる性質である。

5 タメニの用法の範囲
本節では、次の問題を扱う。

問題点 2-1 タメニとヨウニの用法の差異は何によるのか。
問題点 2-2 〈目的〉用法のタメニがもつ意志性・動作主一致などの制約は何によ

るのか。

まず、5.1 でタメニと同じく〈目的〉に似た解釈を受けるヨウニについて扱う。次
に、5.2で動作主・意志性に関するタメニの制約について論じる。

5.1 タメニとヨウニ

タメニ以外に目的をあらわす表現として挙げられる表現に、ヨウニがある。ヨウニ
とタメニは分布の範囲が大きく異なり、互いに置き換え可能でない場合が多い。置き
換え可能であっても、解釈に違いがみられることが指摘されている。また、ヨウニは
間接的に目的を表すと解釈される表現で、典型的な目的表現ではないとする研究者も
多い（国広 1982など）。その指摘が正しいとしても、ヨウニが「間接的に」「あたかも
目的であるかのように」解釈されるプロセスは説明を要する。

5.1.1 用法の相違
タメニとヨウニの用法の主な相違は、次のとおりである。

(26) a. 意志性・動作主一致について：タメニは補文で述べられている事柄が意志的
な行為で、主文の動作主と同じ主体による行為でなければならない。ヨウニ
は補文で述べられている事柄が意志的な行為でないか、主文と同一主体によ
る行為でないかのどちらかを満たす。

b. 〈因果〉用法：タメニは持つが、ヨウニは持たない。
c. 〈比況〉用法：ヨウニは持つが、タメニは持たない。

• 彼女は煙を嫌うように顔をしかめた。
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「Pヨウニ Q」において、Pは意志的な動作ではなく、可能形・否定形や「なる」な
どの状態をあらわす動詞が来る。Pと Qの主体は同じ場合も異なる場合もある。

(27) a. 進学する｛×ように／○ために｝貯金した。（意志的・同一主体）
b. 進学できる｛○ように／×ために｝貯金した。（無意志的・同一主体）
c. 娘が進学する｛○ように／×ために｝貯金した。（意志的・非同一主体）

（庵ほか 2000: p.217 (4)–(6)）

5.1.2 ヨウニの分析案
本節では、齊藤 (2006) によるヨウダの分析を参考にし、ヨウニを分析する。齊藤
はヨウダの比況用法（まるで雨が降ったようだ）と証拠推量用法（どうやら雨が降っ
たようだ）を統一的に捉えるため、ヨウダの基本義として (28)を提案している（齊藤
2006: p.31 (53)）。

(28) βようだ：
α / U→ (β→ α)

齊藤によれば、(28)の /より左の部分は、知識データベースの命題の内容をあらわ
し、右の部分はその命題がどのような命題であるかを表示する但し書き部分である。
Uは通常の場合であれば成り立つ命題の集合を表す。つまり、(28)にが述べる「βよ
うだ」の意味は、「通常の場合であれば、βが成り立っているならば成り立つような命
題 α」となる。
齊藤は、人間の知識管理のメカニズムと (28)を組み合わせることによって、ヨウダ
の用法を説明する。たとえば「道がぬれている」という情報が新たに知識内に入って
きた場合、知識管理のメカニズムによって、わたしたちはできるかぎりこの情報を既
存の命題と関係付けて知識内に登録しようとする。この働きにより「通常雨が降った
ならば道がぬれている」という既存の命題が呼び出される。「雨が降ったようだ」は、
既存の命題の呼び出しを行ったことを明示的に述べた表現といえる。
ここから、比況の用法と証拠推量の用法が導かれる過程は次の通りである。「雨が
降った」という命題に関して、ある時点での知識状態は 3 種類ありうる。すなわち、
(A)「雨が降った」という命題を含む、(B)「雨が降った」という命題の否定＝「雨が降
らなかった」を含む、(C)「雨が降った」「雨が降らなかった」のどちらも含まない　
の 3つである。
既存知識の中に「雨が降った」という命題が含まれているとき (A)には、「雨が降っ

たようだ」を用いることは不適切である。なぜなら、「雨が降った」から「雨が降った

田村'早苗

－ －



ようだ」を導く推論が常に可能であるため、「雨が降った」のほうが情報量の多い命題
であるからだ。グライスの量の公理より、この場面では「雨が降った」を発話するこ
とが適切である。いっぽう (B)と (C)の場合には、「雨が降ったようだ」を適切に用い
ることができる。ただし、その解釈は異なる。既存知識の中に「雨が降っていない」
が含まれているとき (B)は、「雨は降っていないけれど、通常雨が降ったときに成り立
つようなことが成り立っている」と解釈され、比況用法となる。「雨が降った」「雨が
降っていない」のどちらも既存知識にないとき (C)には、直接情報にもとづく証拠推
量として解釈される。
以下では、齊藤 (同上)の分析を、本稿で用いる Kratzerの様相論理によって捉えな
おす。齊藤が U→ (β → α)（通常の場合ならば、β が成り立つならば α が成り立つ）
と表記した命題は、(29)のようにあらわせる。

(29) "if β,must α#f,g = "must α#f′,g = 1 (where for all w ∈W, f′(w) = f(w) ∪ {"P#f,g})
ただし f, f’は epistemic/circumstantial modal base, gは ‘natural cource of events’
ordering sourceである。

(29)を「Pように Q」に拡張すると、(30)のようになる20。

(30) 「Pように Q」が真になるのは
a. "if P, must Q#f,g = "must Q#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"P#f,g}かつ

b. "Q#f,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。ただし、
• f, f′ は epistemicあるいは circumstantial modal base
• gは ‘natural cource of events’ ordering source

(30)によって、「Pように Q」が真になるのは「通常 Pならば Qであるような Qが成
り立っている」場合となる。つまり、Pの必要条件が成り立っているのだ。このとき、
「通常 Pならば Qである」という命題が主節の動作主の知識内に含まれると見なされ
れば、「これから Pを成り立たせる必要条件を主節の動作主が整えた」と解釈され、〈目
的〉に近い解釈を得る。それ以外の場合には、文末表現のヨウダの場合と同じく〈比
況〉や〈推量〉の用法となる。

20 この部分の分析は完全でない。齊藤の分析そのままでは「Pよう（に）」の意味は、「通常
Pならば成り立つような R」の成立を述べているだけである。一方、(30)の意味論を得る
ためには、この Rという命題が「Pように Q」の後件 Qと同一の命題でなければならな
いが、この根拠はどこにもない。
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5.1.3 タメニとヨウニの差異を導く
前節までで、本稿のタメニとヨウニの分析を示した。ここに再度繰り返す。

(24) 「Pために Q」が真になるのは
a. "if P, must Q#f,g = "must Q#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"P#f,g},かつ

b. "P#f′′,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。ただし、
• f, f′ は epistemicあるいは circumstantial modal base
• f′′ は epistemic/circumstantial modal baseでも teleological modal baseで
もよい

(30) 「Pように Q」が真になるのは
a. "if P, must Q#f,g = "must Q#f′,g = 1, where for all w ∈ W, f′(w) = f(w) ∪
{"P#f,g}かつ

b. "Q#f,g = 1
のとき、かつそのときに限られる。ただし、
• f, f′ は epistemicあるいは circumstantial modal base
• gは ‘natural cource of events’ ordering source

この分析から、どのようにしてタメニとヨウニの用法の差異が導かれるのだろうか。
まず、以下の 2点について考察する。

(26) b. 〈因果〉用法：タメニは持つが、ヨウニは持たない。
c. 〈比況〉用法：ヨウニは持つが、タメニは持たない。

(24)と (30)を比較すると、異なるのは (24b)と (30b)の部分である。つまり、用法の
違いは (24b) と (30b) の違いによって説明されるはずだ。まず、タメニが〈比況〉用
法を持たないことは、(24b) より説明可能である。"P#f′′,g = 1 より、P という命題は
epistemic/circumstantialあるいは teleological modal baseが与える命題の集合の中に含
まれる。Teleological modal baseに含まれる場合は、Pは目的として解釈される。いっ
ぽう、Pが epistemic/circumstantial modal baseに含まれる場合は、5.1.2節で述べた齊
藤 (2006)の考察により、Pを推論によって間接的に導いたという内容を発言すること
は適切でない。そのため、タメニは〈比況〉の用法を持ちえない。
いっぽう、ヨウニが〈因果〉用法を持たないことは次のように説明される。〈因果〉
用法と解釈されるためには、Pが現実世界で真であるということが前提（あるいは主
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張）されなければならない。しかし、ヨウニの意味 (30a)より Pから Qを導く推論が
可能である。結果、(30b) "Q#f,g = 1の部分が、グライスの量の公理に照らして不適切
な主張となってしまう。このため、ヨウニは〈因果〉用法を持てないのである。
タメニとヨウニのもう一点の相違（動作主一致・意志性の制約の有無）については、
次節で考察することとする。

5.2 意志性および動作主一致の制約について

上述のとおり、タメニは補文で述べられている事柄が意志的行為で、主文と補文の
動作主が同一であるという制約を持つ。この制約が何によってもたらされているかに
ついては、いくつかの仮説が立てられる。ひとつの可能性は、統語構造による制約で
ある。また、「目的」というものの意味的な制約と考えることも可能だ。もうひとつの
可能性は、構造論・意味論的制約ではなく、語用論的な制約であるというものである。
本稿では、語用論的な制約であるという立場をとる。

5.2.1 制約はどこからもたらされるか？
統語構造による制約とする場合、たとえば目的表現をコントロール構文と考える、
あるいは主語位置を持たない構造と考えるなどの可能性がある。

(31) a. [田中さんは [TP PRO車を買う]ために貯金している]。
b. [田中さんは [v′ 車を買う]ために貯金している]。

また、意味論的な制約によって説明を試みる先行研究もある。たとえば、奥津 (1975)
は次のように述べている。

(32) 目的構文というのは、動作主体が、未来において或ることを実現するために、そ
れ以前の時点において何かをする、ということを表現するものである。前者の
内容が形式副詞の「タメ」をとる補文によって表わされ、後者の内容が主文に
よって表わされる。目的構文の持つこのような性格から、上記の４つの制限 [補
文・主文の主語が同一主体、補文・主文の主語が有生 [+animate]、補文・主文の
動詞が意志的動作 [+volitional]をあらわす、補文のテンスは未完了形（＝非過
去形）]が生ずるのである。[...] 目的構文というのが、自分があることを未来に
おいて実現することを欲して、それ以前に自分がその目的のためにあることを
する、というのであるから、補文と主文の主語は当然一致しなければならない。

（奥津 1975: p.10）
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構造的に説明する場合や、奥津のような意味論的前提をおく場合、動作主一致や意志
性の制約は、基本的に破られることがない強い制約であることが予測される。しかし
実際には、これらの制約はそれほど強いものではない。たとえば、ナガラやツツの動
作主一致制約と比べると、容認度に差が見られる。特に、主節と従属節の動作主が関
連付けしやすいものは、容認度が高くなる（塩入 1995: pp.463–464）。

(33) a.*恵子が夕食を作り｛ながら／つつ｝順子は編み物をした。
b. 娘が夕食を作るために、母親は買い物に行った。

（塩入 1995: p.464 (13). 容認度は原文による）

このような容認度の変化は、構造的・意味的制約を仮定する立場からは説明しにくい。
論者は、タメニの動作主一致・意志性の制約を語用論的なものと考える。具体的に
は次のような制約と考えられる。

(34) 制約 1 あるエージェントが真偽をコントロールできない命題は、そのエージェ
ントの teleological modal base（＝目的 (goal)の集合）に入れてはいけない。

制約 2 他の動作主の行動をコントロールできるものとして扱うのは適切で
ない。

制約 3 無意志的な行動をコントロールできるものとして扱うのは適切でない。

この制約がどのように働くか、例を用いて示す。〈浩二, t〉は目的節部分が時間 t にお
ける浩二の teleological modal baseによって解釈されることを示している。

(35) ??[真理子が大学に行く]〈浩二,t 〉 ために浩二は積立をしている。

(35)から、「真理子が大学に行く」が浩二の目的の集合に含まれていることになり、こ
の部分が制約に抵触しているため、容認度が下がると考えられる。同様の制約は、話
し手の予定を述べる「～するつもりだ」などにも働いていると考えられる。

(36) a. 明日は（私が）質問するつもりだ。
b.?明日は娘が質問するつもりだ。
c. ?明日は真理子が質問するつもりだ。

5.2.2 タメニとヨウニの相違：動作主一致・意志性の制約に関して
動作主一致・意志性の制約を teleological modal baseによって与えられる、目的の命
題集合に関する制約としてとらえると、ヨウニにこのような制約が見られないことは
直接に導かれる。
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(35’) ok 真理子が大学に行くように浩二は積立をしている。

本稿の分析によれば、ヨウニが〈目的〉に近い用法として解釈されるのは、「Pよう
に Q」の後件 Qが前件の必要条件であるという知識を用いて、間接的な推論が行われ
るからである。ここには、直接的に〈目的〉について述べた teleological modal baseは
関係しない。よって、(34)の制約が働くことがないのである。
しかし、これだけでは次の例が不適切であることは説明できない。

(37) 進学する｛*ように／ ok ために｝貯金した。（意志的・同一主体）（(27a)再掲）

主節の動作主自身の意志的動作について、ヨウニを用いて述べることはできない。こ
の場合には、明示的に目的について述べるタメニが存在しているために、間接的推論
によって目的を述べるヨウニの使用が制限されるものと考えられる。理論的裏付け、
平行例などについては今後の課題としたい。

5.2.3 タメニハとタメニ
動作主一致の制約を構造的なものと考えないもうひとつの理由は、後件の内容に
よってこの制約がなくなることである。たとえば、(38b)のような例である。

(38) a. ??田中さんは [恵梨が車を買う]ために貯金している。
b. [恵梨が車を買う]ために、田中さんがあと 50万円稼がなければならない。

(38)のふたつの例は、タメニとタメニハの相違に関係する。より正確にいえば、とり
たて詞（ハ・モ・コソなど）を挿入できる例においては、動作主一致の制約がみられ
ない。(38a)と (38b)で、補部となる節の構造が異なると考えることも可能ではある。
しかし、意味が合成的に計算できると仮定すると、節の構造を別にするのはあまり望
ましくない。
タメニハと置き換え可能な例では、後件で述べられる内容が限られている21。塩入

(1995)のタメニハに関する指摘を見てみよう。塩入の指摘では、タメニハの後件では
一回的な過去の事態を述べにくく、必要条件 (38b)や恒常的性質 (39a)、意図・願望・
義務など (39b)が述べられることが多い。

(39) a. 汚れを落とすためには、重曹が役に立つ。
b. 優勝するためには、どんな困難も乗り越えよう。

21 タメニモ、タメニコソについては、本段落で述べる制約が見られないようである。更なる
検討が必要である。
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また、一回的な出来事であっても、未来のことに言及する場合 (40)は可能であるし、
過去に実現した出来事であっても、複数の事態に言及していればタメニハの後件で述
べることができる (41)。

(40) 彼に会うためには、休暇をとる。 （塩入 1995: p.466 (21),下線原文）

(41) a. 両親に会うためには、3日間の休暇まで取った。
b. 両親に会うためには、休暇を取ったり、列車の手配をしたりした。
c. 両親に会うためには、ずいぶん苦労した。

（塩入 1992: p.60 (3),下線原文）

塩入が指摘するこれらの現象は、いずれも複数の可能世界や出来事に言及する表現と
特徴付けることができる。必要条件や恒常的性質、意図・願望・義務などはモーダル
に関わる表現であり、その意味は複数の可能世界に対する量化として扱うことができ
る。また、未来の出来事に関して述べるという行為は、未来の複数の可能性について、
共通して成り立つ命題を述べていると考えることができる (Kaufmann 2005, Tamura
2009)。(41)は複数の事態に言及しているとまとめられる。
タメニ・タメニモ・タメニコソを用いた場合でも、後件が複数の事態に言及する場合
には動作主一致の制約が消える。このように、複数の事態に言及する場合には、特定
の事態に言及する場合と異なり、後件が量化されている。事態を量化する際に、個々
の事態における動作主の存在が捨象された結果、動作主一致・意志性などの制約が消
えるものと考えられる22。

6 おわりに
本稿では、Kratzerの提案した様相論理にもとづいてタメニの目的用法・因果用法を
結びつける基本的意味を提案した。さらに、この基本的意味から、解釈の際に用いら
れる modal baseの違いによって２つの用法が分かれることを示した。5節ではヨウニ
の意味論、および、タメニの用法の範囲を限定する制約の性質について考察した。
今後の課題としては、次の点が挙げられる。

• 目的表現を含むいろいろな文や、文動詞の含意関係などを考察し、4 章の分析
の妥当性を検証する。
◦ 特に、目的表現の後件部分に願望表現、命令・禁止・依頼表現、勧誘表現な
どが現れる場合は、本稿では扱えなかった。たとえば、(42)のような例であ

22 この部分の定式化は今後の研究課題とする
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る23。これらの例を解釈する場合、‘natural course of event’ ordering source
ではなく buletic/deontic ordering sourceなど、別種の ordering sourceが用
いられていると考えられる。本稿の分析をそのまま拡張できるか否かは、
今後検討を要する。

(42) a. ストレスを解消するために、明日は家で寝ていたい。
b. イベントを成功させるために、みんなで協力しましょう。

• タメニとタメニハの意味論・統語論的な違いを分析する。本稿では現象の指摘
のみにとどまったため、分析を進めることが必要である。
• タメニの〈因果〉用法についての考察。タメニは、とりたて詞を付ける（タメ
ニハ、タメニモ、タメニコソなど）と〈目的〉用法としてしか解釈されなくな
る24。この現象に説明を与える。

文法性記号について
文法性の表記は次のとおりである。* は容認度がかなり低いものをあらわし、??, ?
は容認度がすこし低いか、人／場合によって揺れがあるものをあらわす。#は当該文
脈において、問題となっている意味での解釈が難しい例である。ただし、先行研究か
ら引用した例については、原文の表記法をそのまま用いた。
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What connects cause and purpose?:
an analysis of tameni in terms of modal logic

Sanae Tamura

Abstract

In this paper, we discuss the connective tameni in Japanese, which expresses that the
antecedent event is either a ‘purpose’ or a ‘cause’ of the consequent event. Each use is
illustrated by (1a) and (1b), respectively.

(1) a. Atarasii
new

kuruma-o
car-acc

kau
buy

tameni okane-o
money-acc

tameteiru.
is.saving

b. Yuki-ga
snow-nom

futta
fell

tameni samuku
cold

natta.
became

The aim of this paper is to give the basic semantics of tameni which can explain both of
the interpretations.
Our analysis is based on Kratzer’s (1981,1991) modal logic. According to her sys-

tem, modalized expressions are interpreted relative to two kinds of conversational back-
ground: the modal base (= f ) and the ordering source (=g). Formally, both are defined
as a function from worlds to sets of propositions, but the output sets f (w) and g(w) have
different roles. Roughly speaking, f (w) includes the presupposed proposition about the
fact/circumstance, while g(w) refers to an ‘ideal’.
We propose that the two uses of tameni differ only in the type of modal base used in in-

terpreting the sentences. When the antecedent of tameni is interpreted as the purpose, the
proposition referred to by the antecedent is put in the teleologicalMB. On the other hand,
when the antecedent refers to the cause, the proposition is included in the circumstantial
MB.
Most of the previous analyses assume that purposes serve as an ordering source,

namely, the teleological ordering source. We show that purposes should be treated as a
modal base, as far as the ambiguity between purposes and causes concerns.
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